
はじめに

平成7年1月17日 午前5時46分に阪神・淡路地区を

製った「兵庫県南部地震」は、近代都市における直 Iご

型地裳で、きわめて甚大な被害をもたらしました。

この大裳災では、6,400名を超える尊い生命が蒋われ

るとともに、25万棟を越える家屋が崩壊・焼失しました。

道路、鉄道、港湾等の交通施設や、河川、砂防、下水

道などが壊滅的被害を受けるとともに、六甲山の山肌に

大きな亀裂が入りました。このため、交通対策ならびに二

次災害防止対策を最優先とし、関係者一丸となって早

期復旧に取り組んでまいりました。

このたび、震災から2周年を迎えるにあたり、復旧事業も

順調に進み、ほぼ震災前に戻りつつあることから、地震

発生からこれまでの土木施設の復旧の歩みについて、こ

の小冊子にまとめることとしました。

最後になりましたが、震災で犠牲となられた御霊のご

冥福をお祈りいたしますとともに、献身的に応援をしてい

ただいた皆様方に心からお礼中し上げます。
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兵庫嗅土木部長 志道行雄
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地震発生とともに時を刻むのを止めた大時計
（明石市立天文科学館）
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地震の概要

観測史上初の震度7

「平成7年(1995年）兵庫県南部地震」と命名され

たこの地震は、 1月 17日（火）午前5時46分52秒、

淡路島北部（北緯34度35.6分、東経 135度2.1 

分、深さ 18km)を震源として発生しました。気象

庁では、当初地震計で観測できる最大震度6と発表

しましたが、その後の被害状況調査で、神戸市東灘

区から須磨区にかけての6つの区と西宮市、宝塚市、

淡路島北部地域については、 2月7日に観測史上初

の震度7と修正されました。

■震度7の分布 （気象庁）
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 こ 震度7の地域

M7.2 数秒で全てを破壊した地震動

今回の地震の規模は、マグニチュード 7.2で、主

要動は 10秒程度、最も強く揺れたのは最初の3秒

程度でした。この数秒間に強烈な揺れが発生し、大

きな被害が生じました。

地震による死者数、負傷者数、損害家屋（全半壊

あるいは全半焼）晏夕は、福井地震 (1948年）を大幅

に上回り、戦後では最大級、今世紀の地震災害とし

ても 1923年の関東大地震に次ぐものとなりました。

■主な地震による被害(1900~ 1995) 
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六甲変動の過程で地腰は起こった！

虚災後に行われた国土地理院

による調査で、今同の地認の特

徴が捉えられています。

右図(A)は、地震前後の六甲

巾の延長を横断する扁砂から尼

崎に至る東西断面での垂直変位

を示していますが、現在の地形

横断面（右図(B))と見事に相

似しています。

このことは、今回の地震に伴

う変動が、これまでの永い歳月

をかけて現在の六甲山を形づく

ってきた地殻変動（六甲変動）

の一環であったことを示唆して

います。

(A)水準測量により得られた高砂一神戸ー大阪間の上下変動（国土地理院．1995による）
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(B)明石一六甲山地ー西宮＿大阪湾ー桑南地域をむすぷ模式断面（藤田和夫，1979による）
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兵庫県南部の活断層

今回の地霜は、地球表面を閉うプレー

ト内のひずみが原因となって発生したプ

レー ト内地霰で、プレート内のひずみが

活断居に沿って解放され、地震が発生し

たと言われています。

兵庫県南部では、北東ー南西方向の断

屈系と、北西ー南束方向の断居系が顆著

に発達しています。前者は六甲断府系に

代表されるように右ズレ、後者は山崎断

庖系に代表されれるように左ズレの横ズ

レ断屈であるという特徴があリます。

円筒形の石柱に両側から圧力を加えて

いくと、 X字型に交差する2方向のひび

が入ります（下図）。この形は、兵庫県南

部の活断暦の分布やズレ方向と見事に一

致しています。つまり、この地域では、

東西方向に働く圧縮力によって北東ー南

西方向の右横ズレ断庖と、北西ー南東方

向の左横ズレ断暦が生じているのです。

この圧縮力は、太平洋プレー トが、ユ

ーラシアプレートを押す力によ って生じ

ているといわれています。

■石柱の圧縮実験

■兵庫県南部の活断層の分布
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西日本は地震の活動期にはいった？

歴史rt料をもとに西H本の地虚活動 を

分析すると、 100年余りの｝IfillUlで、祈動

則と静穏期 が紐り返してしヽることがわか

ります 近畿地方では、1962年頃から静

穏期にあったことから、 「近畿地方は地

虚が少ない。」 と,tわれるほどでしたが、

これまでの地設，記録から兄ても、これが

錯党であるぱかりか、今回の地設を契機

に「りび祈動期に人ったと考えられており 、

今後、地設災寮への備えを 1 •分に行っ て

おく必疫があります （尾池和夫著「活動期に入った地震列島より」）

地震の概要 2
 



被害の概要

阪神・淡路大震災の概要

兵庫県内の土木施設においては、高速道路をはじめ、鉄運、港湾、河川、砂防、下水道などが壊滅的な被害を受

けました。これらの土木施設の被害総額だけでも1兆5千億円にも及ぷもので、この被害額は県の年間予算額に匹

敵するものでした。
その他にも兵庫県内だけで25万棟近い家屋が全半壊あるいは全半焼するなど、直接的な被害総額だけでも約10

兆円と試算されており、長期にわたり避難生活を強いられるなど、その後の県民の生活にも深刻な影密を与えるも

のとなりました。

■兵庫県内の被災状況（平成8年12月25日現在）

死者 1品は1共似者・|ごJぷ1門s;| ：t;〗叫：

■災害救助法適用市町 (10市10町）

l」 時 市町名

1月170 12:00 神戸r|f
17:00 汁！名町、淡路町、北淡町、 →宮町、東浦町
23:00 尼崎市、西宮市、 l'l}丑市、伊丹市、 宝塚市

18H ｝ l |西市

19H 明石市、 Ti.色町
22[1 ニ木市、洲本市、西淡町
31H 二原町

2月1「l 緑町、南淡町

6)94 2 140~ 

崩壊した河川設ii£
ー I- , ．,→ 

建物の倒壊

（神戸1|i中央区）

■土木施設の被害状況

（単位：億円）

公薗砂防 街路
62 12 10 

((l裂 ・段染が生じた逍路

（；年）約Ii内）

地滑り（西宮市内）

火災の発生（長WIX]IIili) 水を求めて給水Iliにダllをつくる人々

（神戸Iti長111|)(．．内）

i夜i)けィヒしたH位地

（神Ih1i中央区）

代替バス待ちの行ダll
（神戸市中央区内）

水没したコンテナパース

（パIflアイランド）

倒壊した，,;:i述逍路

（神｝ i1|i束灘1:{）
述II迎び込まれ山となった

ガレキ（西宮1|il村）
沿下した道路梃

（西宮市内）
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緊急対応

緊急対応 ■緊急輸送車両の標章

（損軍）

土木施設を蓄理している土木事務所等では、地震発生直後から、道路、

河川、砂防、ダム、港湾、下水道等の施設バトロールによる点検を実施

し、被災箇所の把握を行うとともに、 二次災害防止対策や交通対策等を

行いました。

交通輸送対策

地震直後の道路交通法に基づく交通規制に続き、 1月19日から国道

2号などを災害対策基本法に基づく緊急輸送路に指定しました。道路の

被災状況の大要が把握できた 1月20日から、神戸 ・阪神地域を通過し

ないよう複数の広域迂回ルー トを設定し、 ドライバーヘの迂回ルートマ

ップの配布や被災地への乗リ入れ自粛等を呼びかけました。また、使用

可能な海上輸送施設や周辺の空港、ヘリポー トなどは救援物資の輸送拠

点となりました。

一方、 寸断した交通手段の代替措置として、鉄道代替バスの運行や臨

時旅客船航路の運行が実施されたほか、航空会社でも関西国際空港、大

阪国際空港をはじめ周辺の岡山、高松、広島、名占屋などの都市を結ぷ

臨時便が運航されました。さらに、新大阪 ・大阪と姫路を結ぷ交通手段

として、福知山線 ・山陰本線 ・播但線経由のルート、福知山線 ・加古）11

線ルートの迂回輸送が1月23日から実施されました。

臨時迎行された旅客船を待つ人々

ヘリコプターによる救援物賢輸送

■広域迂回道路ルート図 ■JR線の迂回輸送

①福知山線～山陰線～播但線ルート
②福知山繍～加古川線ルート

道路内に倒壊した家屋等の処理

地震により道路内に倒壊した家屋等については、道路法

第42条に基づき、道路管理者において撒去しましたが、

その費用は、道路災害復旧事業の対象となりました。

また、道路に倒壊する恐れのある家屋等については、災

害廃棄物処理事業（厚生省補助事業、事業主体 ：各市町）

により解体・処理しました。 逍路 I：に劉壊した家屋
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二次災害防止対策

兵庫県南部地震における激震により、荒廃した六

甲山系周辺や淡路島北部において引き続き発生する

余震や降雨による二次災害を防止するため、地すべ

り危険箇所や急傾斜地崩壊等の緊急調査を実施し、

応急措置の実施や災害関連緊急事業を実施すると共

に、 土砂災害危険箇所の住民への周知のための広報

活動を行いました。

また、河川に倒壊した家屋等についても二次災害

防止対策として除去しました。

■住民への広報記事

仁川百合野地区での緊急河逍掘削

土砂災書の言慎が
大爾●晨爾に注璽！！

■災で影●を璽けた霞神・浪鱚這区の遍●に、riiiJが胃ると土

砂災●の恐れがあ，)蒙す．

糟にこの臀Illは台●によるほ胃片{!11爾1に注●してください．

兵•Ill 繊倉土〇災●＂肇耀濾遍纏金
●糟疇 ：兵•Ill土木輝〇防●

i11a. 即衿鴫区には奴道・が9鯛れ•竃ぺりなどを介わせてn
l■lliの土紗賢宵量順貫所があり、これ

9亀隕■膏があることにCり拿す．：：れらの
l填が凡つかった讀所については.)JI

し．これだ19たくさんの亀111 、
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四
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＠遷絡先•お問い合わせは

市役所・1J役珊または●駿鑽六甲砂防

工事・務所、もよりの兵●戴の土木事

務所や治山事饒所なとまで

土木部職員の出勤状況、被害状況 ■職員の出勤状況

本庁 地方機靱l

I-．．木部においては、 幸いにも職呉自身に死亡者は

いなかったものの、多くの職具が被災地である神戸

市 ・阪神間 ・淡路扁に在住していたことにより、け

がをしたり家族に死亡者を出した職員もいました。

自らあるいは家族が、さらに白宅が被災したこと 、

そして公共交通機関の途絶等により 出勤は困難を極

めました。

当Flの上木部職員の出勤は、本庁では25%、被災

地の地方機関では、 50％で、翌週には80％以上出勤

となりました。

三131[］： I三
地方機閲 ：神戸、西宮、洲本t木事務所、

阪神都市整備局、尼崎港管理事務所

■職員の自宅被災状況

木庁 地方機関 計

職 員 数 314人 419人

全半壊い 32人 94人

一部損壊染2I 113人 80人

※ l :主に全半壊の罹災証明保有者

※ 2 :主に一部損壊の罹災証明保布者

733人

126人

193人

緊急対応 6
 



道路

道路の被害

今回の地震では、県内の道路が大きな被害を受け、

道路交通が寸断されました。その被害総額は、

5,583億円にのほりました。その内兵庫県が管理する

道路では、 182箇所で、被害総額は約75億円にのほ

りました。被災状況を地域別に見ると、西宮市、宝塚

市などの阪神地域が113箇所、被害総額約65億円と

最も大きな被害を受け、右図の通りとなっています。

被害状況を形態別に分類すると、路面損傷が全体箇

所数の60％と最も多く、下因の通りとなりました。

■県管理道路の被災原因別災害発生割合

■県管理道路の地域別被災箇所数

その他地積

iA9i池杖

Pd神地Ir¥

23 

51 

90 

Io a93(9 40 5() OO 79) N) ％ 

（薗所）

■県管理道路の原因別規制箇所

2% 
■路面損傷

■道路崩壊

■擁壁等崩壌

■落石 ・法面崩壌

■その他道路施設

□倒壌民地擁壁

□橋梁損傷

□歩道橋損傷

厨け松り1/Al・'I 

90it` 阻噴

I(辰針墳

地すぺり

艤~Ill墳

路UIllれ

:Sli．州 l

閉9bi亀”

i？が ，陥没

一般道路の被害と復旧
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久牙五詑Jからの沼卜1言ん含t・

6
 

10 15 

r,;," 

一般道路部については、被災の大部分が路面損傷、および小規模な構造物の損傷であったこと、また、早期に

交通機能を回復する必要があったことから、現行基準による原型復旧を基本とし、迅速な復旧をめざしました。

また、大規模な被害を受けた道路橋については、「兵庫県南部地震道路橋震災対策委員会」の報告、審議をもと

に、新たな復旧仕様が建設省により通知され、兵庫県では、この復旧仕様に準拠して復旧工事を進めました。

■被災状況に対する基本的な復旧工法

被災の分類 被災の程度 基本的な復旧工法
路面の亀裂のみの場合 ・亀裂が小さく路盤までの場合 ・亀裂が達している層まで開削して復旧を行う。

・路盤材を補充、掻き起こし、再転圧し路盤の復18を行
った後に表 ・甚礎工を施工する。

・亀裂が深く路床まで達してい ・角裂が達している層まで開削して復旧を行う。
る場合 ・路床面を授き起こし ・再転圧して復旧し、舗装は全層

打ち換えとする

路面に段差（陥没）が ・ 20cm程度までの段差（段差・ ．舗装全層打ち換え＋路床整正とする。
生じている場合 陥没量は被災前の路面高から

の沈下量をいう）

・ 20cm以上の段差の場合 ・路床（あるいは影響範囲）まで打ち換え、舗装は全層
打ち換えとする。

舗装復旧幅：・ 2車線以上道路の場合は、亀裂 ・陥没のある車線幅すべてを復IBする。ただし車道中央部のみに亀
裂がある湯合は、表基礎工は全幅復1日とするが、路盤復1日は亀裂の左右各 1rnの範囲までとする。
. 1車線道路の場合は半幅単位で復18を行う。

復 1日範囲： ・道路縦断方向の復旧範囲は、亀裂端から 1rn範囲までとする。
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■道路橋復旧仕様の概念

甚本方針に基づく対策 対策のねらい

①RC編関の主鉄筋段落し原J19禁止 段落し部の弱点を解情する。

②RC蝸脚の横拘束筋（仔筋、中間筋） コンクリートを横方向に拘束し蝸
補強 脚の変形性能を高める．

③鋼橋脚の中詰めコンクリート充填 径屈を防止し変形性能を高める。

④RC、鋼縞脚の地震時保有水平酎力照 平成2年道路綸示方書又は今回の
査（横拘束筋効果、中詰め効果を考慮） 地震規校に対して保有水平耐力を

照査する。

⑤基磁の地震時酎力および変形性能照査 橋脚と同等以上の地震時保打耐力
（変位法による照査、付直ー変位曲線 と変形性能をもたせ~復1B困雌な

を用いる照査） 甚礎の被害を避ける。

R動的解析による照充 今回観測された地震動に耐えうる
（非線形動的解析の実施） ことを動的解析で照査する。

⑦免震支承による免震設計 郊性困定方式で地震力の分散を図
（反力分散効果、エネルギー吸収効果） る。エネルギー吸収による免震効

果を照査する。

⑧支承構造および沼橋防II::構返の姿化 構造に則した地震力に対して設計
（移動鵠限、上揚力対策等機能の分離） する。衝動力を緩和する。

a,復1日仕様の準用（道路関係公団、指定都市高速、地建が管理する橋等）

道路関係公団．指定祁19i祁述．地建が管理する縞等一‘μ成7年 5JI 2511以邸にれ下

する新設に係る設計及び実施する補強については、似liI)として復lB仕様を削iflする。

b.復18仕様の準用（都道府県、市町村が管理する橋等）

棉道府県． ,11町村が管理する捐等一複1祈面区間、跨線橋、跨迅橘及び地域の防災,Jt

11り上の位滋付けや‘り該道路の利｝tl状況等から特に屯要とろえられる屈、秘架の近路笞

に関し、 5!l 25日以降に行了する新設に係る設計及び実施する補強は、復IIJ仕様を邪

川するのが望ましい．その他の栢守に係る設i卜については、復IU仕様のうち次の5項

IIについて準fllするのが1ましい。

• 免俎設計

．術鉄筋

・軸JjI句鉄筋の段落し

・文承部構造

・沿函防止揖迫

・液状化に9'tう地盤流動

’▼
 

- 「」ー 、

（一）奥山粕道線の被災と復旧状況

通行規制の解除

↓
 

（一）塩瀬門戸荘線の被災と復1日状況

↓
 

（一）鮎原一宮線の被災と復,n状況

兵臆県管理道路では、震災直後から、オーパーレ

イによる段差解消や崩土取り除き等応急復旧工事を

実施しました。応急復旧に続いて本復旧を進めた結

果、平成8年2月末までに通行規制箇所87箇所のう

ち86箇所を解除し、残る神戸市内での地すぺり関連

の1箇所についても、平成9年2月7日に開通する予

定です。

■県管理道路の通行規制解除状況
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建設省管理道路の被害と復旧

建設省管理道路においては、兵庫県内では国道2号、 28号、 43号、 171号、 175号、 176号の6路線で大

きな被害を受け、路面の陥没や橋の落橋・倒壊など主要な橋梁に大きな損傷を受け、交通規制箇所は28箇所

（適行止 17箇所、 一部交通規制 11箇所）にも及びました。

建設省近畿地方建設局では、高架道路や建物等の倒壊による車線閉鎖箇所の障害物の撤去等を不眠不休で実施

しました。

この結果、交通規制箇所28箇所のうち、地震発生後24時間以内に 10箇所、 2週間以内には24箇所の応急復

旧を完了し、通行機能の早期確保を図りました。

また、甚大な被害を受けた橋梁については、復旧仕様に基づき総合的な耐震対策を行いました。

■主な橋梁の被害状況 （建設省管理）

F 部 :r. 箇所名 I_9. 部 T. 

柏脚の損協(10/21碁）国辺2号
桁の脱釈2/22径1/11)

(RC脚9基、鋼製脚lf.!:)ポートライナー
•沓脱沼… 2箇所

•沓座欠損(RC)… 5箇所（レ689m)

国近2号 •桁の横移動桁のズレ
屈脚の損lt¥(58/72基）

浜手バイパス …16箇所（最大3.5m)
（鉄筋の座屈 ・傾斜等）

（レ3,030m) ・沓脱落・・・28箇所

• 上 F線の屈脚40枯全国逍43号
」こり線の大半が蕗栂

てが倒壊 ・損Itl岩屋悩架梃
・Fり線の大半がすJliu

(RC脚36基•鋼穀脚4甚）（lr532m} 

国道171号 . 1径間が阪急今沖線

梢脚の損似(17/18桔）l"l戸麻架栢 に落縞
（L,.328111) （巾央部1/19径Il1]）

上部エの落橋（国道2号ポートライナーPl6、P17付近）

■浜手パイパスの復旧標準図

RC ... ●9l●"  

■岩屋高架橋の復旧標準図

<口> ～ 叶1”t....冒n u I糟四口11.m 

鑽暉
（鯛製襴調）

浜手バイパスの被災と復旧

⇒ 

． 

PC桁畢
(RC・鱒）

，
 



名神高速道路、中国自動車道の被害と復旧 ■名神高速道路 ・中国自動車道の被災箇所敬

名神高速道路、中国自動車道は、今回の震災によ

リ橋梁をはじめ、路面、法面、通信施設、料金所施

設などの道路施設で甚大な被害を被りました。

被災地への救援物資の輸送や震災復興のため、鋭

意、復旧工事を行い、それぞれ一部対面2車線通行

を含むものの、中国自動車道は平成7年 1月27日、

名神高速道路は平成7年4月20日に交通開放を行い

ました。

名神翡速逍路瓦木西高架栢の被災と復旧状況

阪神高速道路の被害と復旧

阪神高速道路においては未曾有の損傷を受け（災

害復旧事業費：約2,640億円）、3号神戸線と 5号湾

岸線の受けた損傷は、土木界の歴史に残るものとな

リました。

阪神高速道路公団では、震災復旧対策技術委員会

を組織し、設計方針 ・復旧計画を策定しました。

また、 3号神戸線の復1日にあたっては、新工法や

新技術を積極的に採用しました。

これらの努力により、当初予定より 3ヶ月早い平

成8年9月末に全線の交通開放が行われました。

■3号神戸線復旧開通過程

直 ＿＿

m..1111鳥•^”゜叩31ao .. 、 ， 、， 
... lllI.....つL-II

言こ..,"こ三 ー 、！•こ:三二3080

テルファー工法による

ブロック撤l;

栢梁関係 I上エ ・舗装関係 I施設関係 I合計

名神道

中国追

25 

13 

1
-
l
 

5
-
3
 

31 

17 

く復IBEl栖＞

. l't耶～京栂の供用は、平成 7年度末を目途とする。

，平成 8年内に全線供川を図る

く復IH方針＞

• より安全な道路へ

（屈脚の補強、桁の述続化、免煤支承の採fll等）

・閑税対策のより一附の充実

（新咽遮音壁、低騒音舗装、 1沿架災而吸音板等）

• より災省に強い道路に

(t?t報システムの咀i化、災古対策体制の整備等）

■3号神戸線復旧工事におけるエ期短縮の方策

く施 T．条件＞
・狭浴な施 l．．場所 （五（近43・ 2サl村の占川悩での施T.（）r0912,1［線確保）

ペントと屈脚のIIl]の狭い場所での施じ
，桁佑i'1のための上空il;Il限
・周辺住民への化慮，

上く 」'.Jlfl短縮方策 ＞
•新工法の採ill .ト1脚撤1,・偲没における新..l法

ワイヤーソー I'．法、テルフ ァー E法

パワーリフト 1'．法、 マックスキャリアr．法等

伯脚補性における新―［法（ウォークージェッ ト工法 等）

•新技術の採!fl 11i構築屈脚における 「鋼製梁」の採III
・構造 Lのt犬 1り構笑桁における 「潤床叛」の採用

マックスキャリアによ

る梁の括撤去

土木施設の被害と復旧 10 



鉄 道

鉄道の被害

鉄道施設は、日本の大動脈である山陽新幹線をは

じめ、在来線の東海道本線、阪急電鉄神戸本線、阪

神本線など 13事業者、 29路線に及ぷ路線が被災し

ました。阪神地域の鉄道路線は、その多くが高架橋

あるいはトンネル区間を有しており、 10事業者25

路線では、運行が不可能なほどの被害を受けました。

これらの被害総額は、鉄道事業者あわせて2,550億

円にのほリました。

~ --- .. .. 
ヽ， っ..,` マとこ 9 ・

．＇：： ℃^, m^ - m．．-̀ . ·會•- -＇ ， 
ぃ，Iltヽ

大き </11'1れ落ちた駅舎と脱線した屯車

■鉄道の主な被害箇所

/l. 

＂ 〇 震虞7の区域（繋象f'r)

ー•一 山11鰤輯●
斬紳繍以外の蒙道

● 褐 りょうの績害 （高鰻曇・桁式繍 りょう

.. " （アーう・編）

● トンネルの禎害（山岳トンネル）.. ． （圃削トンネル）

● 土奮櫨士の攘害

.. 停車編の績害

阿区
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鉄道の復旧

運輸省では、地震翌日から［鉄道施設耐震構造検討委員

会」を設置し、鉄道復旧にあたっての耐震構造のあり方に

ついて検討し、この検討に基づいて各事業者が復旧工事を

進めていきました。

兵庫県では、復旧にかかわる手続きを迅速化するととも

に、事業費補助制度を創設し、 1日も早い鉄道の復18を支

援しました。さらに、被災したバス事業者の支援のため、

「阪神 ・淡路大震災復興基金」による補助事業制度を設け

ました。

■兵庫県鉄道施設災害復旧事業費補助
（畢位：百万円）

”象事婁8 褐馳吋拿事粛賣 贔帽馳金璽

飯糟電蒐餓這に式分社 謂．480 5 59? 

"P電象株犬“社 8.369 I.OS% 

山羅電箕餃這aよ合社 s_ U2 672 

北＂暴行 電鮫仄久會k ul5 ぉ

＂f'鼻遺飲這は犬会社 13.”` 1.737 

H本貸衝llillな久会と I箕5 161 

"”市交遍属 3,983 

“' ”戸斬交遍a犬会社 3 408 926 

令 It 7ヽ016 10.l闘

棗●鳩鵬事 ＂戸巾賦内99.1/8．神＂市 鑢外は1/9
峯"”市嶋内の事暴8には．劇途． ＂＂市，， f11肋があ
り、嶋}j~lt嶋鯰事は 1/9． さらに、 口の鴫助が1/4
，，り.•1t帽蜀亭1/lとなる．

. -...-~ ~'' .,... -....＇`’̂‘̀ ＂̂‘‘1  1, 9-

• 一こ，、 こ ぞヽ L-a. —ヶ` -＾口 1mウ』919』I.X....、F ニ

項 目 内 容 等

1.補助対象者 阪神 ・淡路大震災により、路線バスの施設等に被害を被った民営
路線バス事業者

2.補助対象事業 次の各号に掲げる施設等を復旧する専業
(I)バス車両

(2)本社、 営業者、車邸、待合所、バスターミナル等の建造物
(3)バス停留所上屋、バス停標柱等

(4)その他路線バス運行に係る施設、構造物等

3.補助対象経四 2の各号に掲げる施設等を復1日する事業に要する経四

4.補助金額 補助率 補助対象経四の 1/2
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■鉄道施設の復旧方針

I 破壊された 10cm間隔で帯鉄筋を配骰、その外側を ラーメン栢台の 10cm間隔で僻鉄筋を配買鋼板で被裂又

柱の新設 銀板で被殺し復ILI 破壊部の新設 は、鉄筋コンクリート製咽構逍として復1H等

！ 破担した柱 破損部分を修復し、その外側を鋼板で 開削トンネル1)lll 側壁では I::床版及び側墜の内側に H型鋼と

の修復 被毅し復In 壁の復1口 鋼板を収り付け、その間にモルクル充瑣を

エポキシ樹脂等を注人し修復した上で
行った。また、中柱を鋼板被毅し復,nした。

の クうックの修復 再構槃にあたっては、 「特別9l：様」に枯づ
復 その外側を銀板で被¥d
|［l き設計、 トンネルの中柱は角形鋼押を建柏

再構築 基礎部も含めて鉄筋コンクリート構造で復lrl し、 その中に鉄筋コンクリート柱を構築した。

大開駅の復旧工法

神戸高速鉄道大開駅は、中柱が座屈し、中央部が

線路に沿って圧壊し、地表の道路が陥没するなど甚

大な被害を受けました。

復旧にあたっては、道路面（国道28号）よリ開

削し、底床版を除くトンネル躯体を再構築して復旧

しました。中柱の復旧については、柱の厚みを制限

されたなかで、強度向上を図るため、角型鋼管柱

（厚 12mm)を建柱し、その中に鉄筋コング）ート

柱を構築しました。

■大開駅の復旧工法

I員^＂ ＂ 疇

濱
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‘
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N
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宝,-Itmm 

神戸蒻速鉄逍大1}雌J駅の被災 (I}間11トンネルの巾柱座屈、頂版陥没） と復旧

運行の再開

鉄道の復旧は、事業者等の取り組みにより、震災

からわずか7か月後の8月23日に六甲ライナーが

全線開通したことにより、全ての路線の運行が再開

されました。

■主要鉄道路線の全線運行再開日

R山11順囀織-西怜中央 （神戸市嘗嶋下鐵l
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港 湾

港湾の被害

兵庫県が管理している港湾 ・海岸施設では、尼崎

西宮芦屋港で86箇所 (287億円）、淡路島の津名

港などで84箇所 (33億円）、その他の港湾・海岸

をあわせて225箇所 (333儀円）が液状化や岸壁

の損傷などの被害を受けました。尼崎西宮芦屋港の

西宮大橋 (L=590 m) も橋脚等が損傷し、通行不

能となるなど市民生活に大きな影響を及ぱしました。

また、神戸港では約 116kmに及ぷ水際線がこと

ごとく被害を受け、壊滅的な打撃を受けました。神

戸市の経済基盤でもある神戸港の機能マヒは、地元

の神戸市のみならず、国内の産業にも大きな影響を

与えました。

道路 ・鉄道などの陸上輸送施設が壊滅的な打撃を

受けた中で、使用可能な港湾施設により緊急物資輸

送や代替輸送などに大きな役割を果たしました。

水際線に人きな被害を受けた神戸港 （メリケンパー ク）

港湾の復旧

港湾の復旧に関しては、緊急物資 ・資材の搬入、

ガレキの搬出に必要な岸壁や道路の早期応急復旧に

努め、さらに、本復旧に際しては、施設の耐久性の

向上を図ることとし、設計震度の見直しや構造の再

検討を行い、工事を実施しました。

ケーソンの沈 l:、背後エプロンの1硲没

（尼崎西宮芦／登港 -5.5 m岸壁）

横転した船舶（室津港船楊斜路）

破壊した柏脚 （西宮大栂）

■被災状況と復旧方針

沈 下 ・コンクリ ー トの謀上げ

本体の傾斜 ・張立てコンクリート

・桟栢工の前出し

液状化 ・背後の地盤改良（礫管換）



■主な復旧断面

〇桟栢11fi出しい法

尼崎西宮；ji／面沿 西宮地区ii1壁 (-5.5m、耐虚化）
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■復旧状況

-. ・たァつ
--- ． 

こ ー・ (： 塵
尼崎西宮芦屋港 （甲子園地区）の被害と復1日

~ 

〇前出 し腹付け」法

尼崎酋出芦尿港 西宮地区岸壁 (-5.Sm)

` 9:．, 
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至津沿の被料と復1H

港湾復興計画

襲災後、平成7年2月16日から学識経験者・運輸省等による「兵庫県港湾復興委員会」を組織し、同年5月

には、 「兵庫県港湾復興計画」を策定し、順次整備を進めました。

i復興の理念

人と環撹にやさしく、安全性に配慮した

ウォーターフロントコミュニティの形成

土木施設の被害と復旧 14 



河 J II 

河川の被害

主に大阪湾に流入する河川に被害が集中 し、

特に軟弱低平地で大きな被害を受けま した。構

造物別には、堤防 ・護岸及び地下河川の被害の

規模が大きく 、樋門・水門・陸間 ・排水機場で

の被害は比較的軽微でした。

県管理河川では、 78河川280箇所で約330

億円、延長は約45kmの被害を受けました。

被害の形態は、すペリ、沈下、法面はらみ及

び亀裂等があり、地域別に被害の形態を整理し、

右の表に示しています。被害箇所は、震央よリ

も東側の中島川、武庫川、表六甲河川に多く見

られ、これらの被害は震度7の分布区域とほほ

一致していました。

被害を受けた河川では、震災直後から漏水防

止、河道閉塞を起こしているがれきゃ土砂の撤

去などの応急仮工事の実施により、 震災地域の

降雨対策、 二次災害防止に努めました。

■河川の主な被害箇所

■河川被害の形態

池牧 MIii形態 河川構辺 叫川構造 代よinIIIIt,

淀川 策災 特殊炭防 沈下 巾晶）II

はロメートは） 縦断(U裂 /』＂l殿JII
神は川

矢板，；{.f/j! 没／i！liir倒 Ill猜名JII
縦断(11裂

兵II［県 築堤 盛 i・屈防 沈 I;• 武Iヽじ川

束 部 （犬）FJII) はらみt11し Kヤ1,川
縦浙（し裂 k1翌i'III

{i積 削落 夙IIl
（空） はらみtIIし ；＂社Ill

堀込 矢板 はらみ出し 新川

宮/II

1i積 すぺり 東川

はらみ／1,.し iltl''IIII 

必六IP 築提 {i積 すべり ftmlI 

(ft』は）
（天Jl11l) （空） はらみ1J.1し fi昂JII

堀込 “ht 崩沿 科槙）Il

（空） はらみ出し が凋川

特殊堤tJj 縦浙((l.裂 新湊川

（逆T)
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河川の復旧

復旧にあたっては、特殊堤防、盛土堤防、銅矢板

護岸、石積護岸などのエ種や被害程度ごとに復旧方

針を策定しました。

中島川、新湊川、高羽）II、千森）1|の4河川につい

ては、被害が大きく、被災箇所の復旧を行っただけ

では十分な効果が期待できないため、河積の拡大、

耐震性の向上等を図り、未災箇所を含めた一連区閤

を河川災害復旧助成事業として復1B了事を実施して

います。

また、 一部の河川では、震災を教訓に、治水•利

水・親水に加え、都市施設として都市防災の一端を

担う機能を確保する 「防災ふれあい河川整備Jを、

災害復旧事業に合わせ整備を進めています。

▼特殊堤防

■復旧工法のパ ターン

河川の構述 復 lu _［法

特殊堤防 ・沈下、 fu裂を起こした箇所につい
ては、堤体全体の改築を行い、逆
T擁ii対［で復lII

• J是体内に空諒等が確認された場合
については、発泡モルタル等を注
人し復lH

盛七堤防 ・円弧滑りを起こしたと推定される
箇所については全而的に切り返し
上（提す体るの）ゆるんだ部分を除去し再盛

）で復IFl
. ([!,裂については、その被災の深さ
まで切り返しで復Ill

矢板，i俊Iや ・背後地の状況、施T．性、経済性を
考慮して、河栢に余裕のある箇所
に限り、旧鋼矢板の前而に新鋼矢
板の打設、その他の箇所について
は、既設護片位買にて矢板詭岸を
復旧

.fi積護h} • 1）;i型復lHを原則とするが、空石積
工は純石栢l：として復IIJ

→ 
中島川の被害と改良復11:1 （特殊堤防の沈下→耐災構造の殺作による復旧）

▼盛土堤防

（武庫｝IJ>

/ - ． 
武匝川の被害と復113（盛土提防の円弧すべり→盛土による復旧）

▼矢板護岸

（宮川〉 ． 
▼石積護岸

宮川の破古と復1n（股岸の側方流動→矢板護li！による復1「I)

>̀、「し
①沈下すぺり ②復1加の凧伍

濾 ． 
l③護m綱傾・はらみ出し ④縦浙亀棗 ．歓翫亀裂

住古川の被古と復II―l（空石積殺作の/ifl落→在石使用の練石積による復l日）

代表河川名

中島/1(
神蛉JII 

武庫川
天神川

新川
宮川
旧猪名川

夙川
店羽川

土木施設の被害と復旧 16 



砂

砂防施設等の被害状況

砂防ダムなどの施設の被災程度は、道路施設等の

被害に比較して軽微でした。

しかし、六甲山麓の西宮市仁川百合野町地区にお

いては、大規模な地すペリが発生するなど斜面崩壊

が各所に見受けられ、今後崩壊拡大等による二次災

害の発生が懸念されるため、多くの緊急事業を実施

するとともに二次災害防止体制の強化を図りました。

■砂防関係緊急事業

事 業 名 箇所数 事業費

災害関連緊急砂防事業 11箇所 14位円

災害閲連緊急地すべり対策事業 8箇所 61億円

災害関連緊急悠傾斜地崩壊対策市業 15箇所 15低円

災害関連緊急急傾斜等 191箇所 1031ft円

（民間宅地擁壁復旧）

公共土木施設災害 31箇所 4億円

災害関連緊急砂防事業（西宮市観音谷l||）渓流堆積土砂対策

山腹が多数崩壊し、渓床に大量の不安定土砂が堆積し

ました。当箇所には、砂防設備がなく、降雨時に堆積土

砂の流出が懸念されるため、谷の出口に2基の砂防堰堤

を設置しました。

防

■砂防施設等の主な被害箇所

だ~ -

■鋼製枠ダム工
l 

ダム名

1号ダム

2号ダム

堤 長

43m 

27m 

戸
-
5

：

国一▲声

l

≪
 

ーー匿国

▲
 

2基

了
llm 

7m 

鋼重

216t 

55t 

中詰栗石

5,547m3 

974m3 

→ 
観音谷川の被災（不安定土砂の堆積）と復IB

災害関連緊急地すべり対策事業 （西宮市 仁川百合野町地区）

仁川百合野町は、阪神・淡路大震災のうち、最も大きな被害が出た地区で移動土塊量は 10万立方メートルで

13戸の家屋を押しつぷし、 34名の犠牲者がでました。対策工法としては、排土工の他、地下水排除のための集

水井工や銅管杭工等を実施しました。

尚、復旧跡地は、防災緑地の機能を有するオープンスペースとして整備し、地すぺり自動監視システム ・見学

施設などを設置します。

17 



⇒ 

ロII百合野町地区の被災と復旧

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業（神戸市 大丸町地区）

中学校下の斜面が高さ 14m、延長50mにわたり崩壊し、人家3戸を全半壊させ死者2名の被害がでました。

復旧方法としては、斜面下部に擁壁工を設置し、その上部に法枠工を施工しました。

． 
大丸Ill［地区の被災（斜lniの崩壊）と復旧

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業：
特例措置（芦屋市山芦屋町地区）（民間宅地擁壁復旧事業）

震災による特例措置として、高さ3m以上で、 一定

の要件を満たす民間宅地擁壁の復旧を公共事業として

実施しました。

． t 」-~内容 ‘1行［力式擁壁工 L=28m H= 7 m 

山｝＇i/呑町地区の被災（石梢み擁墜）と復旧

→ 

■特別措匹の採択基準概念図

河JII • 水路（携水施設含む）

※人家5戸以上に被害を及ぽす恐れのあるもの

土木施設の被害と復旧 18 



ダ ム

ダムの被害

県（土木部）管理のダムでは、諭鶴羽ダムで上流面補修モルタルの剥離や基礎排水田の増加、天王ダムで右岸地

山からの落石などが発生した程度で、ダム施設の被害はありませんでした。

震央から50km以内には約50のダム （堤高 15m以上、河川区域外を含む）がありますが、震源断層の近傍に

位置する阪神・淡路地域の利水ダムでは、天端舗装のクラック、法面の滑りや緩み、基礎排水量の増加など5ダム

で8億円の被害を受けました。しかし、ダムの構造の安全性を損なうような被害は生じませんでした。

古くからのため池（土堰堤）では、農央近傍の淡路島北部をはじめ県南部14市18町の 1,222箇所で 144倦

円の被害を受けたことと比較すると、近代的な設計施工によるダムの被害は極めて少なく、その安全性・耐震性が

実証されたと言えます。この理由として、第四紀断層（活断層）を避けてダムを建設すること、堅固な基礎岩盤

（地盤）上に建設するためダムに働く地震力が土質地盤の構造物より相当小さいことの二つがまず第一にあげられ

ます。また、現行のダム設計基準は十分な耐震性を有していることも「評価検討委員会」で確認されています。

~ “• 上流面補修モルタルの剥離（諭紅｝羽ダム） 右岸天端への落石（天主ダム）

ダムの復旧

常磐ダム（北淡町）は、野島断暦から700mに位置する堤高33.5mのゾーン型アースダムで、天端舗装面に

1 2条のクラックが発生しました。詳細調査の結果、右岸取付部の掘削再盛立、堤体基礎岩盤の補強グラウチング

等の復1日工事を実施しました。

河川区域外の利水ダムでは、昭和池ダム（淡路町）、北山ダム（西宮市）、奥山ダム ・奥池（芦屋市）で上流法

面等の復旧工事を実施しました。また五本松ダム（神戸市）では、堤体及び基礎排水孔からの排水量が地震後に

増加し、その後は安定しているものの、 1900年に完成したわが国で最も古いコンクリートダム（堤高33.3m)

であることを考慮して、堤体及び基礎岩盤にグラウチングを実施しています。

→ 

常郭ダムの被災（天端舗装面のクラック）と復11::1

19 



芯→
昭和池ダムの被災（上流I(ri小段のクラック）と復Ill

こ ~” 、

‘, 

n
 

復各滑の石張面流

↓

[
 

＇国
災被のダt

 

⇒ 

rL本松ダムの状況（提体 F流1f1iの状況：変状なし）とグラウチングの施 l：状況

ダムの監視強化

ダム施設は軽微な被害や変状が見られた程度でしたが、渇水の影響により地震時の貯水位が低かったこと、六

甲山系をはじめ各地に地盤の崩壊や亀裂が発生したこと、河川区域外のため池などは多数損傷したことなどから、

その後の出水期には二次災害が発生する恐れがありました。そのため地震計の設置（諭鶴羽、天王、青野ダム）、

利水ダムの監視・連絡体制等の強化、「水位上昇時の注意事項」の周知など、ダムの監視強化を図りました。

土木施設の被害と復旧 20 
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下水道

下水道施設の被害

下水道施設の被害は、臨海部、河川沿い、旧河川

沿いにおいて液状化が原因と思われる不等沈下によ

るものが多く、また、傾斜地では目地ずれやクラッ

ク等の被害がありました。

工種別には、管渠は、土被リの浅い末端管渠及び

取イ寸管を中心に、管の破損、たるみ、継手のずれ及

び液状化が原因と思われるマンホールの浮き上がリ

や管の閉塞等の被害が多数みられました。雨水の幹

線管渠は、石積み、プロック積み護岸の崩れ•コン

クリート側壁の倒壊等の被害を受けました。

処理場・ポンプ場では、地盤の変位の影響をより

強く受けやすい場内道路、土被りの浅い連絡管廊及

び放流渠が被害を受け、また、水処理施設（最初沈

殿地 ・ エアレーションタンク•最終沈殿池）の継手

部に亀裂等の被害が集中していました。機械、電気

設備も破損したり、配管類が損傷し、処理機能の低

下が生じました。

雨水秤渠（暗渠）の被災状況

■下水道施設の被災箇所と被害額

：二ふ；*~ 1 4:；区箇：：F斤

市秤理の公共下水逍

（神戸市を除く）
7市 464箇所

被害額

約 2位円

約188億円

※地域別では、阪神地域約188億円、東播｝仔地域約2億l'l。

処理場配＾代廊基礎杭の被災状況

処理場最終沈殿池フライト板の被災状況

雨水幹線の被災状況



下水道施設の復旧及び耐震対策

処理場については、処理機能を早期に回復させるべく応急復旧に努め、地震後約2週間で仮復旧させ、その後、

本復旧に全力をあげました。（壊滅的な被害を受けた神戸市の束灘処理場については、平成7年5月1日に機能復

旧完了）管渠については、目視による一次調査及びテレピカメラ等を使用した二次調査を実施して被災箇所の発

見に努め、閉塞箇所等については、早急に通水できるように仮復旧させ（全線仮通水までに約3ヶ月を要した）、

その後本復旧に全力をあげました。

復旧の仕様については、原型復1日を基本としつつ、従来の技術基準に加え、今回新たに国から提示された「下

水道の地震対策についての提言」に基づき、耐震対策も取り入れました。

■下水道の地震対策 （「下水道の地哀対策についての提言」より）

管路旅設の地委対策（例）

下水処理場の地震対策（例）

........ 土木施設の被害と復旧 22 



街 路

街路事業の被害 ■街路事業の被災箇所

街路事業の事業中路線の被害総額は約5億円にの

ほりました（神戸市除く）。事業中の都市計画道路の

被害は比較的軽微なものでしたが、阪神電鉄本線連

続立1本交差事業は、供用中の仮線が線路の蛇行など

ほほ全線にわたって被災し、また、阪急電鉄今津線

限度額立体交差事業では、ラーメン高架橋のハンチ

下と単柱高架橋の柱下端部が損傷を受けました。

街路事業の復旧

事業中の都市計画道路の災害復旧については、都

市災害復旧事業として行いました。

また、事業中の鉄道施設については、都市災害復

旧事業制度の拡充がなされ、被災した仮線施設等の

事業採択が可能となリ、高架柱の復旧工事について

は、「鉄道施設耐震構造委員会」での検討を踏まえ

た運輸省通達（平成7年 2月6日付）に基づいて行

いました。

市町名 路線名 ’lt棠tf本 倣 •9 ヤ( l村 容

洒宮Ili 臨港線 県 し-44.lm
舗装クうックA•408 m' 

／・ビ蛤I.li 巾島東硲洲線 駄 L-147.Sm 

擁隈沈F、移動

宝塚市 窄塚平JI新線 殷 L-34.4m 

擁咽沈 F、移動

西宮,Ii 阪神屯鉄本線 駄・ レ3,057m

（連続立体） 軌逍：線路の蛇行、沈 F
.,tl気 ：鉄塔倒壊、朱線りJ
断・ねじれ•ゆるみ

::1：,.f-::栢i台クう介

支承｝lliu
仮線＊ーム沈下・移動

l l | lりrIi )II西猪名JII線 JII ~q,IT l,,-265m 
屈袋桁端部及びト1脚9う,,

支J和破姐10箇9斤

尼蛤,1了 塚I_1駅 尼ヽ a,II L-375m 

小中島線 祖脚9ラ9ク、擁唸沈―F
支I{<破m12箇所

尼鯰rli 杭瀬初島線 lビ貞が1li L=318.7m 
舗装9う17A • l,820 m' 

尼崎Ili ／禾 F川歩行者 尼蛤,Ii L-105.4m 

"lJII辺路 帥装クう9クA•81 ni 
洒？；れIi 阪急11.!鉄 西宮,ti L-600m 

今lll船 軌辺： ｛I又線の蛇行、沈ド

0j甜度韻立体） I:*:,（むだト3脚tlifり、法
面崩壊、仮ホーム沈 F

⇒ 

巾島東扁洲線の被災状況と復1H

⇒ 

阪神屯鉄本線の被災状況と復旧

． 
阪急屯鉄今沖線の被災状況と復l[l
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公 園

都市公園等の被害と復旧 ■都市公園等の被災状況 （神戸市を除く ）

都市公園等の被災状況は、171箇所、 31億円の

被害を受けました。公園施設の被害は、 土地と一イ本

となった擁壁、舗装、排水路、及び流れ等の細長ま

たは薄層の構造物が大部分で、あずまや、便所、照

明灯、棚等の小規模な建築物等の被害は少ない状況

でした。

公園は避難地としてだけでなく、避難生活、救援

活動及び仮設住宅建設等の場として、多様な使われ

方をされました。

都市公園等の復旧については、都市災害復旧事業

により行いました。また、被害がなく 、現在、仮設

住宅が建設されている広場等の部分については、今

後、仮設住宅の撒去に合わせ、施設の原型復旧が行

われることになります。

区 分 公園数 代定件数
被災額

げi万円）
県立公園

1 16 818 
（明石公園）

芦屋市 34 50 737 
西宮市 16 31 454 
尼崎市 17 18 440 
宝塚市 5 5 41 

明石市 14 21 206 
ー田市 1 1 8 
伊丹市 6 14 131 
川西rli 2 2 6 
淡路町 2 2 44 

東浦町 4 10 200 
津名町 1 1 16 
合 計 103 171 3,101 

県立明石公園の搬災状況 （石垣の崩壊）と復旧

;̀ ‘ .—'- -
西宮1|il外川河川緑地の被災状況 (I刺路 （河川提体）の破損）と復lLI

芦吊rIii巾ノ池緑地の被災状況（板,/it11i装の破損）と復IH

土木施設の被害と復旧 24 



復興にむけて

阪神・淡路震災復興計画の策定

未曾有の大被害をもたらした阪神・淡路大震災。 震災からの復興は単に震災前の状態に戻すというものではな

く、 来るぺき高齢社会への備えや経済の成熟化など、私たちが抱えるさまざまな課題に全力で取り組みつつ、未

来を創造するという視点に立ったものでなければなりません。

そのため兵庫県では、 震災での体験をいかしながら、一刻も早い復興をめざして、被災された方をはじめ、県

民や各界、各暦の有識者の皆さんの意見や提言を集結し、「阪神 ・淡路震災復興計画 （ひようごフェニックス計画）」

を策定しました。

■阪神・淡路震災復興計画 （ひょうごフェニックス計画）概要

目憬年次

対象地域

r

、.

•— 4
 

2005年（平成 17年）

復興事業のうち、住宅、産業、インフラスト
ラクチャーの3分野については、緊急3カ年

計画を策定し、事業を推進する。

兵庫只内の災害救助法対象地域の10市lOIIIJ

神戸 市 尼 崎 市 明 石 市 西 宮 市 洲本市 芦屋市

伊丹市宝塚市三木市 lll西市瀑名町淡路町

北淡町 一宮町五色町寮浦町紐lllJ 西淡町

三原町南淡1BJ

＊復興事業の内容13 被災市町を越えた地域も含む．

災害に強いまちづくりを目指したインフラの整備

土木部においては、阪神 ・淡路大震災復興計画の分 ◎道路

野別計画として、急施を要する復興事業からなる 「緊 災害時にも、高速性と円滑な交通が確保できる、代

急インフラ整備3か年計画」を策定しました。 替性を備えた格子型高規格道路網や幹線道路の計画、

インフラの復興に際しては、この計画を指針として、 整備を進めています。

災害に強い多核 ・ネットワーク型都市づくりを推進し

ていくため、関係機関との連携のもと、さまざまな事

業を実施しています。

■多核・ ネットワ ーク型都市構造のイメージ

■格子型高規格道路網 (6-6軸）の概念図
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◎港湾

港湾 • 海岸施設の耐震性を高めるとともに、人と

環境にやさしく、安全性に配感したウォーターフロ

ントコミュニティづくリを進めます。

■リフレッシュポートあまがさきイメージ図

◎河川

震災直後、水の確保は深刻な問題でした。治水、

利水、親水といった従来の河川整備に、都市施設と

都市防災の一端を担う機能を付加させた「防災ふれ

あい河川」の整備を進めます。

■防災ふれあい河川イメージ図

ュ ゜

◎砂防

六甲山麓地域の土砂災害に対する安全性を高める

とともに緑豊かな都市環境及び自然環境や景観の保

全、創出を図るため、市街地に接する山麓から山腹

に至る斜面に緑地帯を整備します。

■六甲山系グリーンベルト整備事業イメージ図

◎下水道

各施設の耐震性を高めるとともに、災害時の危険

分散を図る下水道ネットワークづくリを進めます。

■下水道ネットワーク計画

ネットワーク計薗

＼
．
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◎ライフライン

震災時は電力や水道などのネットワークが各所で

寸断され、都市機能が薔しく低下しました。

ライフラインを保護するため、幹線共同溝や電線

共同溝等の整備に努めます。

■ライフライン整備概念図

復興に向けて 26 
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震災からこれまでの主な出来事
国の動き 凛の動き 被害状況、その他

H. 7 

1.w | 5:46平成7年兵lii逍謡i部地哀発生

1J¥：後、兵庫県南東部 ・大阪府北部、淡路恥r|l心に約260万軒で似じ発生、 ',U話交換機系 約28万5T-li.Il線JJLI人者数約l9JT 3 T-
IIII線がイぅ通。関西'，'U)J、送屯切り替えにより11頂次復l[lに努める。

5:55大阪WIメタ（後台J也設1't'i報筍 lけば訊'，J也は淡路島北部7ク’-f--1、7.2とiil定、＼＇外ll¥l.i彦相.:;(郡で,!,’il父5」と発l̀:

6:13人1りA1i・lメ．氣役台神Ii、'b,11父6 、?！！]iと発i<

6:45大阪ガス、約86Ji1i供給倅止

7:00 兵hii県災得対策本部，t'~ii11'.

10:00 I/ii議で兵hii恥ti部地必JI＇i;t災‘,lf-1寸策本部、及び地設対沿tl¥l係lkli化会議

の設散を決ぶ

1'1衛隊に災古派逍を要，,111

11:00 氣~rr 、1;•成 7 り (1995 年）！thi1 り屈i部地ばII と 命名

12:00災',1f救助法適／fl指定（神1りIi)以粋2H I IJまでに10,ino町を顛次指定

20:45~察庁は、夕t tr 1311人、行）I不明者1048人fiiしげ14241人と発必

l.18 I災'if対策本部を平成 7年兵I叫，し南部地震災1f対策総合本部に改組

船初の救援物狩等備裕J、軌地「県消防学校J＆地 を1m設 (1/18-3/15) 

逍路交通法にJ，しづく交通規制による緊急怖送ルートの指定 (Iり逍2サほか）

1.19 IH山総理人1せら現地視察

災＇，1:対策）店本法に），しづく交通規制による緊急輸送ルートにUJ｛トえ

市町災1：対策本部への救桜物賓衡送を開始

臨時航路のIn!設 (18航路）

1.20 I 女（佐 1『現地滋代で'~’{lU 7をfl幽 JIJ（阪神 ，淡路O)I部）

避難所緊急ハ l、ロール隊を紺成（！，し9れと県戦員の介[rij)

県議会が 「災‘，吋特別対策委具会 の設骰を決める

民間 ・自衛隊ヘリコプクーによる緊急物w等の愉送を実施

緊急物行・柑材等牲楊Ifi訊籾の指定 (5港16ヵ）'Ir)

JR東洵逍新幹線令線運行再Iifl

1.21 I 2lfi'IIの救拐物沢iiii裕J,l;地グリーンヒ r況．木）＆地1;[1,lQ(l/21-4/30) 

1.22 I ill設省緊急支援チームによる地すべり＾｀序危険個所の閥介

1.23 I I伐l西祖）J、応急送‘iじ完了，fじ気全而復Ill

避難者数ヒークに達する（避難／1斤数1153ヵ！尻避帷者数31万6678人）

臨時旅客船（姫路港～神）＇・沿）迎行開始

鉄逍代替バス迎ti開始

1.24 I 第 11111緊急対策本部会合 （兵l•l,·[1,！ Wi部地戎を激陶訊に指定することを1叫l議決定）
臨時旅客船（尼崎西宮伊屈沿～神戸沿）運行開始

1.2s I林野Ir等と合hi]で森林l;/i災緊忠パトロール実施

1.26 I第 1|lll現地述絡会議l}暉9中央防災会議： ［h災枯心I•llhill)改定につt ヽて決‘、と・
阪神翡速7サ北神戸線が全線1州通

1.27 |「新都叫性戦略ヒ＇ジョン作成 h針（案）」として収りまとめ

叩 ln班 l道が令線l鵡（部罪i2 Jji線辿行）

1.28 1第二神l月近路が全線l鵡

1.30 災＇苫対策総合本部内に兵／れ臥南部設災復輿本部を設 ii‘t

JR1l1I湯本線全線迎行Pi開

1.31 I小甲人l:iが1，心急似，i，iil了むを 11,0001鴻 /Jtlし、 56,0001;の住＇t供給を行う竹を発k

屯話）IJ[I人者系サーピス（約19Jj 3千lnl線） 回復、ほぼ復ILiグ¢ J' 

2.3 I 3番1」の救援物niii裕)Ji地こ木1J1森林公園）1[地を開設

2.5 ガス 11,9001'1W「I

2.6 I •jt塚diで義援金の支給を開始（阪神Ili1で初めて）

2.10 阪神 ・淡路i以輿委U会の設ii'i政令及びlIII委U会令をI*!議決'JE

2.14 災‘,1け名称を 「阪神 ・ 淡路大復災」 とする こ とをl~I ，ぶ決定

1番flの救援物i？備岳Jふ地大阪空港内JJ地を開，l'!(2/14-12/15) 

防災』lit成（余設対策）実施

2.15 阪神，淡路復興委ll会19,i府を1乱l議決',l:

2.19 災‘占対策J，し本法による緊急輸送ルートの指定を24I Iまで延長

2.20 月l’liの'.’i決処分によって 1,t？ムの補ll..（船会計で843i891(iliFl) 

2.22 ぢ餃本会晶で復独法なと特別ヽケ法か11k):、成ヽ ‘r

2.24 兵／Ii源 95年度 r刃案94年1Q'Mi1f．．案発よ

2.25 逍路交通法による復狭物＼’i、生活 ，i及阻!ltl辿物i"愉送ルートの指定

地終発’肛＇（後から火災が発 ’E.!II姓に柑われた,Ii街地

='．宮I'.空より (I)I1711 12時ui)

H~1 t'iffl らに状況説191｀吸哨を行う ll計頃rlf
＝兵I,M，し公i1l'i(JH 1911) 

婦今包叶、人•渋滞する幹線辺路

＝神99,li中央Iえ‘ぶJt・)l)j

名数の映両n料を保（（していたP“3会餡も取り墳された

＝神I9,liIII央I,((2111411)



H. 7 

2.26 I知 J慰証祭 （西宮1|i.｝如Ii）い太（ご 履、抱湿祭11¥/,竹

2.28 I 'I ;•成 1i {1 92 2次hliIl. l'9り条成1'r

3.4 I 1!，し防災会議1}tliil!、地域防災叶11111(/）改，；I/j針につ＼ヽて令意

3.5 合rill慰澁祭 （神戸di・Iビ綺,IT.宝塚rli)

3.9 「ii了む復肘↓，・1カ年，；I―1111]（案）」及び 「（財）阪神 ・淡路復陳）よ金」 ，ilurtを発i<

3.10 I •f’・ 1Jt6年度2)l刷 l:l'9,¥fl．＂術決（哀災対策 l'，符は、 2.9251，狂II I'I)jI’l坪／頷）

‘l;•成 7 年度‘’HJJ I'，3？議決(¥,'｛災対策 fりは4,388節5hlil11)

3.14 I,v.,戊7年度‘’it)JI’りの追/Jll補11:．議決（設災対策 l',r.i:．は、 4,266位1’lwit{f!）

3.15 I Ill~ ~11 ・ 淡路人・設災復典本部をdiii,t (12部阻I)

3. l6 兵9小!謀|illi,ihIllj密成会、 1間1j,il訓案可決

3.l7 1神Ii.＇K塚 ・西宮・ i'料約1i及び北淡町の晶Ii,! |'［Ihi案が副li ,!I•I[hi決定、即，！公報で布ぷ
3.30 昴 lilVl：ー戦略策定懇，淡会（「阪神・淡路設災似吠戦略ヒシ 7 ン」を県知I’liに提，t）

4.l 

4.4 

4.8 

4.11 

JR東洵逍本線全線復111

現地対策本部、［杵散

JR山阻新幹線令線復Ill

大阪ガス、例壊家）令笠を除き復Ill公； （ 

4.17 水逍復Ill‘元I'

4.20 名神屈速近路が1、も急復11~l（一部対1f1i2 •I(線）

l冴這諏復111完了(4J f下旬）

4.25 関係楼伐l及び関係91i町により「総合 l紗災‘,if対策推進連絡会」が発足

4.27 I I'I衛隊令I(III(K退

4.28 「阪神 ・淡路設災復飩，1袖i-J店本構想ー の麻足

5.8 I JO的的送）レートの指iと及び交辿規制の火施

5.19 I t-1戊7年以第 1次袖ir.）噂',<.'.1戊ヽ91:

6.12 阪邸じ鉄全線復Ill

「総合 l：砂災~I;-対策推進述絡会」で 1：砂災1：危険個9i)t及び避難場所のI•XlI(ri容を作成し、

関係11:Lくにlltl{1i(6 Jf叩 1J)

6.1s I山陽屯鉄令線復Ill

6.22 I Plり咄鉄令線復Ill

6.23 防災会議l：り俯、兵Iii．県地域防災，ihIhi改，；「の），し本＇）いriにつしヽ て決定

6.26 阪神屯鉄全線復Ill

7.10 迫削航路の復111(44航路1!128航路）

7,17 1平成7年度 (jJ)補 1[•• 四議決（設災対訂i. J;tiは 4.464fU61 i'i Jil'IWI額）

7.21 ,1l|lil内動ll［近復Ill

7.29 名神閥速逍路復Ill

7.31 「阪神 ・ i炎th設災復臥は 1•II1,i （ひょうこフェニックス，lf'11hi)の第追

ホー トライナー全,ui復In
s.11 I r,饂淑，役{i:．‘む48,300)i、すべて‘ji成

8.13 I ~11 , 月泣速鉄逍全線復I l l

8.23 六l|lライナー全線復Ill

9.1 阪神似i速 5~}窃／i培泉復Ill

10.9 I 'I;•成 7 年Ill'. [） 9 1 hl)正），'り議決（設災対策）＇， n．は8491(!-53 (1 Jil1 I研額）

10.18 I 'V·I戎 ／~ 年度れ ＇！ 次 tlli1「 l',3?＇欠成ヽ 91:

n.16 「緊急インフラ整備：1か年，lh1hj」を公｝之

ll.28 1巾l泊 171サl"l1滋架柏l}り通

12.5 `l;•成 7 q••IQ l l J I補IF.I.93？議決（設災対策！弔iーは1,765位、691'1Ji11IWI府！『l）

12.25 「;,rp山系グリーンペル 1、(!)整備」に1対する懇，淡会からの提，；

H. 8 

1.17 I神I対：j速鉄逍 「大1}蒻1駅」、営業1'i|｝り

3. t 「六'Th|I -．次災1r腎成対策本部設ji'1'.

3.8 I 'I;•成 7 年 2 ilh1i IF. 1丸〗議決（，~む災対策 r·りは5811必 74 (i lil'IWI頷）

3.28 I ~Ji災会議I開催、兵IIli [＇，し地械[h 災，H 11l1j改定案のとりよとめ

7.4 I lnl近 2{}、神Ii人屈全線復Ill

8.24 ハーパーハイウェイ1UIll

9.30 阪神科速3号神Ii線、令線復Ill

12.25 ‘と彫災l対述死追加認定により死者6,394人、 fili不明 2人となる（兵／ilf収払l)

沿・ドしたt{jをフローティ ングクレーンで吊りI:げ朱成す

る状況 ＝椒~,,邸速5 ;}t,')J ;•勧 1’り'frkl,1(5/11411) 

復Illl'.'Iヽカ’,;d(. ↑uil開通した阪神1J速3サ神I；線
(l996H!I) 

写真提供，東海大学情報技術センター、朝日新聞社、毎日新聞社、神戸新聞社
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